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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
現
行
の
独
立
行
政
法
人
の
制
度
と
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
を
含
む
全
法
人
の
組
織
の
在
り
方
を

抜
本
的
か
つ
一
体
的
に
見
直
し
、
講
ず
べ
き
措
置
を
取
り
ま
と
め
た
「
独
立
行
政
法
人
の
制
度
及
び
組
織
の
見
直
し
の
基
本

方
針
」
を
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
九
日
に
開
催
し
た
第
二
十
四
回
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
決
定
す
る
と
と
も
に
、
同
月

二
十
日
に
閣
議
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

を
今
通
常
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
特
別
会
計
改
革
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
独

立
行
政
法
人
改
革
の
結
果
を
踏
ま
え
、
自
動
車
検
査
・
登
録
業
務
と
独
立
行
政
法
人
の
業
務
を
一
体
化
す
る
な
ど
、
更
な
る

業
務
の
効
率
化
を
含
め
た
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
平
成
二
十
四
年
度
中
に
検
討
し
、
平
成
二
十
五
年
の
通
常
国
会
に
法
案

を
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
「
独
立
行
政
法
人
の
事
務
・
事
業
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

日
閣
議
決
定
）
及
び
「
独
立
行
政
法
人
の
制
度
及
び
組
織
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
閣
議
決

定
）
を
踏
ま
え
、
今
後
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
指
定
整
備
工
場
の
指
定
要
件
に
つ
い
て
は
、
大
型
車
を
取
り
扱
う
工
場
を
除
き
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
、

指
定
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
工
員
数
を
五
人
以
上
か
ら
四
人
以
上
に
緩
和
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
度
末
に
お
け
る
指
定
整
備
工
場
の
数
は
二
万
九
千
二
百
二
十
四
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
末
に
比
べ
四
百

七
十
三
増
加
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


